
◎土地改良法の一部を改正する法律 
（令和四年三月三一日法律第九号）   

一、 提案理由（令和四年三月二日・衆議院農林水産委員会） 

○金子（原）国務大臣 土地改良法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたしま

す。 

 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を

御説明申し上げます。 

 土地改良事業は、農用地の区画整理や農業用用排水施設の新設、更新など、農業、農

村における基盤の整備を通じ、農業の生産性向上と、農村の安全、安心な生活環境の確

保に寄与してきました。 

 また、防災・減災、国土強靱化の取組や、農用地の利用の集積の促進など重要な政策

課題に対応して、迅速な事業実施のための手続の簡素化や、事業メニューの拡充などの

措置を講じてきたところです。 

 近年、台風の大型化や全国各地で頻発する集中豪雨などにより、豪雨災害が激甚化す

る中、農業用用排水施設の豪雨対策を迅速かつ機動的に実施していくことが求められて

います。 

 また、担い手への農用地の利用の集積を促進するため、農地中間管理機構が借り受け

た農用地を対象に、農業者の申請によらず、都道府県が農業者の費用負担や同意を求め

ずに区画整理等を行うことができるよう措置しておりますが、生産条件として重要な農

業用用排水施設や農業用道路等の整備が進まなければ、担い手の借受けが進まないおそ

れがあるため、これらの土地改良施設の整備を促す措置を講ずる必要があります。 

 さらに、農村人口の減少が著しい中、将来にわたり土地改良施設の適切な整備や管理

を確保していくためには、土地改良区等の事業実施体制の充実が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るととも

に、農用地の利用の集積を促進する観点から、豪雨対策を目的とした農業用用排水施設

の急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした

土地改良事業の拡充等の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、急施の防災事業の拡充であります。国又は地方公共団体は、農業用用排水施

設の豪雨対策を目的とした土地改良事業を急速に行う必要があると認める場合には、現

行の耐震化を目的とした事業と同様に、原則として農業者の費用負担や同意を求めずに

事業を実施できるよう措置することとしております。 

 第二に、農地中間管理機構関連事業の拡充であります。都道府県は、農地中間管理機

構が賃借権等を取得した農用地を対象として農業用用排水施設等を整備する事業又は当

該農用地の改良、保全のため必要な事業を実施する場合には、現行の区画整理等の事業

と同様に、原則として農業者の費用負担や同意を求めずに事業を実施できるよう措置す



ることとしております。 

 第三に、土地改良事業団体連合会の業務の拡充であります。全国土地改良事業団体連

合会は、土地改良区等が行う土地改良施設の適正な管理に必要な資金の交付に要する費

用に充てるため、長期借入金の借入れ及び債券の発行をすることができることとします。

また、全国土地改良事業団体連合会又は都道府県土地改良事業団体連合会は、市町村、

土地改良区等から委託を受けて、土地改良事業の工事を行うことができることとします。 

 第四に、土地改良区の組織変更制度の創設であります。土地改良区は、その選択によ

り、一般社団法人又は認可地縁団体への組織変更ができることとします。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和四年三月一七日） 

○平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利

用の集積を促進するため、ため池等の農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の

防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良

事業の拡充等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月一日本委員会に付託され、翌二日金子農林水産大臣から趣旨の説明

を聴取し、十五日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（令和四年三月一五日） 

 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備

えた農地・農業用水の確保と有効活用を通じて、農業の生産性の向上、農村地域の活性

化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 農業者の申請によらず、費用負担及び同意を求めずに実施する急施の防災事業の拡

充に当たっては、地域の農業者の理解と納得を得た上で事業が実施されるよう、丁寧

な説明を行うとともに、事業要件の透明性を確保し、適切な運用を図ること。 

二 農地中間管理機構関連事業の拡充に関連して、都道府県が、当該事業を実施するに

当たっては、各市町村において実質化の取組が進められている人・農地プランの推進

に資するよう引き続き配慮するとともに、適切に整備された農用地が確実かつ円滑に



担い手に貸し付けられるよう指導・助言を行うこと。 

三 土地改良区の組織変更制度の創設に当たっては、土地改良施設の管理は土地改良区

が行うことが原則であることを踏まえた上で、制度の対象となる土地改良区及び土地

改良施設の基準を明確に示すこと。また、土地改良区が一般社団法人又は認可地縁団

体に組織を変更した場合には、地域の農業者が安心して営農を継続することができる

よう、土地改良施設の維持・管理に係る支援を含め、必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和四年三月三〇日） 

○長谷川岳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、土地改良法の一部を改正する法律案は、豪雨対策、農地集積の促進等のため、

土地改良事業の拡充等を措置しようとするものであります。 

 委員会におきましては、事業拡充の必要性と効果、土地改良制度の適切な運営等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年三月二九日） 

 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備

えた農地・農業用水の確保と有効活用を通じて、農業の生産性の向上、農村地域の活性

化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 農業者の申請によらず、費用負担及び同意を求めずに実施する急施の防災事業の拡

充に当たっては、地域の農業者の理解と納得を得た上で事業が実施されるよう、丁寧

な説明を行うとともに、事業要件の透明性を確保し、また、通常の手続による事業の

採択や進捗に支障が出ないよう、適切な運用を図ること。 

二 農地中間管理機構関連事業の拡充に関連して、都道府県が、当該事業を実施するに

当たっては、各市町村において実質化の取組が進められている人・農地プランの推進

に資するよう引き続き配慮するとともに、適切に整備された農用地が確実かつ円滑に

担い手に貸し付けられるよう指導・助言を行うこと。 

三 土地改良区の組織変更制度の創設に当たっては、土地改良施設の管理は土地改良区

が行うことが原則であることを踏まえた上で、制度の対象となる土地改良区及び土地

改良施設の基準を明確に示すこと。また、土地改良区が一般社団法人又は認可地縁団

体に組織を変更した場合には、地域の農業者が安心して営農を継続することができる



よう、土地改良施設の維持・管理に係る支援を含め、必要な措置を講ずること。 

四 全国土地改良事業団体連合会が農林水産大臣の認可を受けて財政融資資金から借り

入れを行って事業資金を交付する仕組みについては、土地改良施設の管理の適正化の

ために真に必要な事業が実施されるよう適切に運用すること。 

  右決議する。 


